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【はじめに】 

本書は、平成22年３月期（平成21年４月１日～平成22年３月31日）における当社の会社概要、 

営業の状況および経理の状況について記載したものです。 

 

【主な記載項目について】 

１．会社の概況 

「会社の沿革」 当社の設立から現在までの沿革を記載しております。 

「会社の目的」 定款に記載された当社の目的を記載しております。 

「事業の内容」 当社の経営組織、事業の内容について記載しております。 

「財務の概要」 平成22年３月期における資本金、純資産額、営業収益、経常利益等の主要な 

財務指標について記載しております。 

「主要株主等」 株主の氏名、所有株式数等を記載しております。 

「役員の状況」 当社の役員の氏名、主要略歴等を記載しております。 

「従業員の状況」 当社の社員数、登録外務員数等を記載しております。 

             

２．営業の状況 

「営業方針」 当社の営業方針、企業の特色等について記載しております。 

「当社および当業界を取巻く環境」 内外の経済の状況、商品先物取引業界の動向等について 

                記載しております。 

「営業の経過および成果」 当社の平成21年度における業績について記載しております。 

 「対処すべき課題」 当社が対応すべき今後の課題等について記載しております。 

 「受託業務管理規則」 当社が受託業務の適切な遂行のために定められている社内管理規則 

           を記載しております。 

 

３．経理の状況 

「財務比率」 

（a）純資産額規制比率 

純資産額（＊） 

リスク額（＊） 
× 100 

 

    （＊「純資産額」とは、商品取引所法第211条第４項において準用する同法第99条 

第７項に基づく商品取引所法施行規則（以下、「施行規則」という。）第38条の 

規定により算出したものであります。また、「リスク額」には、商品市場におけ 

自己の計算による取引であって、決済の決了していないものについての価格変動 

等により発生し得る危険に対応する額（「市場リスク」という。）と、商品市場 

における取引の相手方の契約不履行等により発生し得る危険に対応する額（「取 

引先リスク」という。）とがあり、同法第211条第１項に基づく施行規則第99条 

の規定により算出したものであります。） 
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 「純資産額規制比率」とは、純資産額の、商品市場において行う取引につき生 

ずる相場の変動その他の理由により発生し得る危険に対応する額として施行規則 

で定めるところにより算出した額に対する比率であり、これが高いほどリスクに 

対する余裕があるといえます。 

 

（b）純資産額資本金比率 

 純資産額（＊） 

資 本 金 額 
× 100 

 

    （＊「純資産額」とは、商品取引所法第211条第４項以外において準用する同法第 

99条第７項に基づく施行規則第38条の規定により算出したもので、上記（a）の 

純資産額とは計算が異なります。） 

      資本金に対する純資産の割合をみるもので、比率が高いほど経営が安定してい 

るといえます。 

 

（c）自己資本資本金比率 

自 己 資 本 

資 本 金 額 
× 100 

 

      資本金に対する取崩し可能な資本を含む自己資本の割合を見るもので、比率が 

高いほど経営が安定しているといえます。 

 

（d）自己資本比率 

自 己 資 本 

総 資 産 額 
× 100 

 

      総資産に占める自己資本の割合を見るもので、比率が高いほど経営が安定して 

いるといえます。 

 

（e）修正自己資本比率 

自 己 資 本 

総資産額（＊） 
× 100 

 

    （＊「総資産額」とは、委託者に係る㈱日本商品清算機構または商品取引所への預 

     託金額と預託必要額のいずれか小さい金額および委託者債権の保全制度に基づい 

     て拘束されている資産の額を除いたものであります。） 

      上記の方法で算出された総資産額は実質的に事業資金として使用できないこと 

から、これらの預託額を控除した総資産額に占める自己資本の割合を見たもので 

あります。 
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（f）負債比率 

負債合計額 

純資産額（＊） 
× 100 

 

    （＊「純資産額」とは、商品取引所法第211条第４項以外において準用する同法第 

99条第７項に基づく施行規則第38条の規定により算出したもので、上記（a）の 

純資産額とは計算が異なります。） 

      純資産と負債合計を対比したもので、比率が低いほど長期的な支払能力の安定 

     性が高いといえます。 

 

（g）流動比率 

流動資産額 

流動負債額 
× 100 

 

      短期間に支払期限の到来する流動負債と短期間に現金化する可能性のある流動 

資産を対比したもので、比率が高いほど短期的な支払能力の安定性が高いといえ 

ます。 
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１．会社の概況 

 ① 会社名等 

商品取引員名 岡藤商事株式会社 

代 表 者 名 代表取締役社長 立川 真司 

所 在 地 大阪市中央区本町三丁目２番11号 

電 話 番 号 ０６－６２６１－７６７１（代表） 

 

 

 ② 会社の沿革 

年 月   概    要 

昭和26年８月  大阪市東区北浜に岡藤商事株式会社を設立し、商品仲買人（現・商品取引員）

として登録、事業を開始 

昭和29年10月  本店を大阪市東区今橋に移転 

昭和31年４月  東京店（東京都中央区）、名古屋店（愛知県名古屋市中区）を設置 

昭和36年３月  本店を大阪市東区本町（現・大阪市中央区本町）に移転 

６月  商品仲買人である三愛商事株式会社（東京都中央区）を吸収合併 

７月  福岡店（現・福岡市中央区）を設置 

昭和46年１月  昭和42年の法改正による登録制から許可制への移行に伴い、農林大臣（現・

農林水産大臣）および通商産業大臣（現・経済産業大臣）から商品取引員の

許可を取得 

12月  雑貨等の輸出入業務（物品卸売事業）を開始 

昭和48年６月  実質的な本店機能を東京店に移管 

昭和54年８月  昭和50年の法改正により商品取引員の許可の更新制度が導入され、商品取引

員の許可を更新 

昭和61年10月  全店オンラインシステムの稼動 

昭和63年11月  電算センターを開設 

平成２年４月  100％子会社オカトーショウジ シンガポール プライベート リミテッド

（現・関係会社）をシンガポールに設立し、シンガポール・ゴム協会からギ

ャランティー・ブローカーの資格を取得（現・シンガポール商品取引所のマ

ーケットメーカー） 

６月  高速デジタル・ネットワークによるオンラインシステムの稼動 

10月  金地金の定額購入商品を開発、販売を開始 

平成３年２月  商品ファンドを設定、国内での販売を開始 

３月  100％子会社オカトーインベストメントマネジメント株式会社（現・関係会

社）を商品投資顧問業を目的として東京都中央区に設立 

４月  ニューヨーク駐在員事務所を開設 

８月  平成２年の法改正により第一種・第二種の区分許可制が導入され、第一種商

品取引受託業の許可を更新 

平成４年10月  「商品投資に係る事業の規制に関する法律」に基づき、商品投資販売業者の

許可を取得 

平成５年３月  100％子会社オカトー インターナショナル（米国）インコーポレイテッド

（現・関係会社）を米国の商品取引員に対する顧客紹介業務を目的として米

国ニューヨークに設立 

10月  白金地金の積立商品を開発、販売を開始 

平成７年６月  物品卸売事業から撤退 

10月  日本証券業協会に株式を店頭登録 

平成８年９月  100％子会社岡藤情報サービス株式会社（現・関係会社）を情報システムの

企画、設計および管理を主な目的として東京都江東区に設立 
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年 月   概    要 

10月  リスク軽減型通信取引を開発、販売を開始 

平成９年５月  100％子会社オカトー インターナショナル（ケイマン）インコーポレイテッ

ド（平成17年２月清算）を商品ファンドの設定および管理を目的としてケイ

マンに設立 

11月  東京都中央区に東京店ビル（自社ビル）を建設・業務開始 

平成11年３月  特定電子取引を開発、販売を開始 

平成14年５月  外国為替証拠金取引の取扱いを開始 

平成15年９月  100％子会社金億（香港）有限公司（現・関係会社）を海外の商品取引員に

対する顧客紹介業務を目的として香港に設立 

平成15年10月  国内外の機関投資家向けに専用ネットワークを利用した電子取引サービス

を開始 

平成16年12月  岡三証券株式会社を所属証券会社とする証券仲介業の登録を完了 

12月  日本証券業協会への店頭登録を取消し、株式会社ジャスダック証券取引所に

株式を上場 

平成17年２月  100％子会社岡藤商事分割準備株式会社（株式会社オクトキュービック・平

成20年９月吸収合併により消滅）をインターネットトレードの専門会社設立

のための準備会社として東京都中央区に設立 

３月  株式会社ジャスダック証券取引所への株式上場を廃止 

平成17年４月  株式移転の方法により、当社の完全親会社として岡藤ホールディングス株式

会社を大阪市中央区に設立 

  新設分割の方法により、グループのバックオフィス業務を行わせるため岡藤

ビジネスサービス株式会社（現・関係会社）を大阪市中央区に設立 

６月  会社分割を実施し、当社の通信取引部門を株式会社オクトキュービックに承

継 

平成19年２月  中国の金瑞期貨経紀有限公司との間で、商品先物事業や商品ファンド事業等

について業務提携をする方向で協議することに合意 

平成20年９月  大韓民国のＮＨ Investment and Futures Co.,Ltd.との間で、商品先物事業

について業務提携をする方向で協議することに合意 

９月  株式会社オクトキュービックの商品先物取引事業「Expert」、第２種金融取

引事業（商品ファンド販売事業）および貴金属地金販売事業を事業譲渡によ

り取得 

平成21年10月  インターネットを通じた商品ＣＦＤ取引（Contract for Difference：差金

決済取引）を開始 
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 ③ 会社の目的 

１．商品取引所法に基づく商品取引所に上場されている各商品の先物取引、現金決済取引、 

指数先物取引、オプション取引（以下「上場商品の売買等」という）を行う業務 

２．上場商品の売買等の受託を行う業務 

３．次の商品に関する売買、輸出入、問屋、代理及び仲立の業務 

イ 大豆、小豆、とうもろこし、粗糖、精糖等の農産物及びその加工品 

ロ 天然ゴム及びその加工品 

ハ 綿糸、乾繭、生糸、毛糸、ステープルファイバー糸等の繊維原料及びその加工品 

ニ 金、銀、白金、パラジウム等の貴金属の地金及びその加工品 

ホ 鉄並びに銅、錫、亜鉛、アルミニウム等の非鉄金属及びその加工品 

ヘ 石油、天然ガスその他鉱物資源及びその精製品並びにその加工品 

ト 美術工芸品、宝石、食品、酒類、紙製品、家具及び日用品雑貨、皮革製品、衣料用繊 

維製品、金属加工機械、プラスチック加工機械、印刷機械、塗装機械、輸送機械、油 

圧機械、縫製機械、工業炉、金型、車両並びにこれらの部品、セメント、ガラス、セ 

ラミックス等の窯業製品、石材 

４．木材その他前号の商品に関する海外事業及び海外投資 

５. 金融商品取引法に定める金融商品取引業、金融商品仲介業及びその他業務 

６．海外商品市場における先物取引の受託等に関する法律の適用を受ける海外商品市場の先 

  物取引並びにその委託又は委託の媒介、取次ぎ若しくは代理を引き受ける業務 

７．有価証券の売買 

８．不動産の取得、処分及び賃貸借その他の利用 

９．通貨の売買取引、交換取引 

10．損害保険代理業および自動車損害賠償保障法に基づく保険代理業 

11．前各号に付帯又は関連する一切の事業 

 

（注）上記のうち  線部分の事業は、現在行っておりません。 
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大 阪 営 業 所 

④ 事業の内容 

  （1）経営組織 

- 7 -



 

（2）業務の内容 

 （a）主たる業務 

    イ．商品市場における取引の受託業務 

      当社は、商品取引所法第190条第１項に基づき、農林水産大臣および経済産業大 

     臣から商品取引受託業の許可を得た商品取引員であり、下記の商品市場の受託会員 

     として、当該商品市場における取引の受託業務を行っております。 

  許可番号：「農林水産省指令１６総合第１８７０号」 

       「平 成 １ ７ ・ ０ ３ ・ １ ６ 商 第 １ 号」 

取引所名 市場名 上場品目名 

農 産 物 小豆、一般大豆、Non-GMO大豆、とうもろこし、

アラビカコーヒー生豆、ロブスタコーヒー生

豆、生糸、大豆オプション、とうもろこしオプ

ション 

東京穀物商品取引所 

砂 糖 粗糖、精糖、粗糖オプション 

貴 金 属 金（標準取引、ミニ取引）、銀、白金（標準取

引、ミニ取引）、パラジウム、金オプション 

ア ル ミ ニ ウ ム アルミニウム 

ゴ ム ＲＳＳ３号 

石 油 ガソリン、灯油、原油、軽油 

東京工業品取引所 

日経・東工取商品指数 日経・東工取商品指数 

石 油 ガソリン、灯油、軽油 

貴 金 属 金 

ア ル ミ ニ ウ ム アルミニウム 

ゴ ム ＲＳＳ３号、ＴＳＲ20 

中部大阪商品取引所 

天 然 ゴ ム 指 数 天然ゴム指数 

農 産 物 小豆、Non-GMO大豆、米国産大豆、とうもろこ

し 

砂 糖 粗糖、精糖、粗糖オプション 

水 産 物 冷凍えび 

関 西 商 品 取 引 所 

農産物・飼料指数 国際穀物等指数、コーヒー指数 

    ロ．商品市場における取引を行う業務 

      自己の計算において商品市場における取引を行う業務であります。自己売買業務 

     は上記イに掲げた商品市場において行っております。 

 

    ハ．商品投資販売業務 

      金融商品取引法に基づき、商品ファンドの組成および販売業務を行っております。 

 

 （b）従たる業務 

      該当事項はありません。  
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 ⑤ 営業所の状況 

（平成22年３月31日現在） 

店舗の名称 所   在   地 電話番号 

本 店 大阪市中央区本町三丁目２番11号 06-6261-7671 

東 京 店 東京都中央区新川二丁目12番16号 03-3553-0711 

名 古 屋 店 名古屋市中区栄二丁目３番１号 052-202-7311 

神 戸 支 店 神戸市中央区明石町32番地 078-391-1130 

福 岡 支 店 福岡市中央区天神一丁目９番17号 092-761-2135 

Ｍ Ｃ 事 業 部 東京都渋谷区桜丘町31番14号 03-3770-5511 

ＭＣ事業部大阪営業所 大阪市中央区本町三丁目２番11号 06-6244-1722 

   

 ⑥ 財務の概要 

   決算年月：平成22年３月期 

（a）資本金 3,084,864千円  

（b）純資産額 ＊１ 7,646,291千円  

（c）総資産額 31,473,856千円  

（d）営業収益 5,696,235千円  

（うち、受取委託手数料） （5,418,397千円）  

（e）経常利益 △13,103千円  

（f）当期純利益 112,179千円  

  ＊１ 純資産額は、商品取引所法第211条第４項以外において準用する同法第99条第７項に 

基づく施行規則第38条の規定により算出しております。 

 

 ⑦ 発行済株式総数 

    発行済株式の総数   9,965,047株（平成22年３月31日現在） 

   （注）当社の株式は非上場であります。 

 

 ⑧ 主要株主名 

（平成22年３月31日現在） 

氏名または名称 住   所 
所 有 
株式数 

発行済株式総
数に対する所
有権割合 

  千株 ％

岡藤ホールディングス

株式会社 
大阪市中央区本町三丁目２番11号 9,965 100.0 

 

 

 

 

 

 

 

- 9 -



 

 ⑨ 役員の状況 

                        （平成22年３月31日現在） 

役名および 

職   名 

氏  名 

生年月日 

所 有 

株式数 

（千株） 

代表取締役 

会   長 

加 藤  雅一 

昭和35年１月18日 
－ 

代表取締役 

副 会 長 

馬 場  重久 

昭和19年10月23日 
－ 

代表取締役 

社   長 

立 川  真司 

昭和43年７月３日 
－ 

常務取締役 鈴 木  均 

昭和31年９月21日 
－ 

常務取締役 林 田  清 

昭和25年２月25日 
－ 

常務取締役 大 口  博信 

昭和41年11月18日 
－ 

取 締 役 塩 塚  治久 

昭和36年12月24日 
－ 

取 締 役 杉 本  卓士 

昭和34年９月６日 
－ 

取 締 役 松 井  政彦 

昭和29年４月18日 
－ 

常勤監査役 山口 晃志郎 

昭和11年５月30日 
－ 

常勤監査役 望 月  芳弘 

昭和22年12月24日 
－ 

常勤監査役 新越  雄作 

昭和22年11月21日 
－ 

計 １２名 － 

（注）監査役山口晃志郎および望月芳弘は、会社法第335条第３項に定め

る社外監査役であります。 

 

 ⑩ 従業員の状況 

  （平成22年３月31日現在） 

男女別 営業・非営業 
 総  計 

男 女 営 業 非営業 

従 業 員 数 ３８０名 ２８７名 ９３名 ２６４名 １１６名

平 均 年 齢 ３７．５歳 ４０．１歳 ２９．４歳 ３６．０歳 ４０．８歳

平均勤続年数 １０．７年 １２．４年 ５．７年 ８．７年 １５．４年

外 務 員 数 ３１７名 ２５５名 ６２名  
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２．営業の状況 

 ① 営業方針 

当社は、顧客に安心してお取引をいただくために、従業員に対して法令遵守の意識を高める研

修を継続的に実施し、コンプライアンスの徹底を図るとともに、今後整備される新しい取引ルー

ルに対応するべくビジネスモデルの再構築や業務運営体制の見直しを適宜行ってまいります。 

また、新商品の開発・既存商品やサービスの継続的な改善に取り組み、既存顧客のみならず潜

在顧客の方々へも投資対象の選択肢を豊富に用意して顧客満足度を高めてまいります。さらに、

顧客とのリレーションを一段と強固なものとするため、営業部門と間接部門が一体となって様々

な施策の実施に取り組み、信頼性の向上と経営基盤の強化を図ってまいります。 

 

 ② 当社および当業界を取巻く環境 

当期の米国経済は、積極的な金融緩和と経済対策が奏功し、在庫調整の一巡から企業の生産活

動も回復傾向へと転じました。また、不動産市況や株価が当初の下落基調から持ち直し、政策効

果とあいまって個人消費が復調、雇用環境に改善余地を残しつつ、景況感は次第に明るさを取り

戻しました。 

ユーロ圏経済は、ドイツでは生産活動や輸出に回復が見られたものの、一方では個人消費が振

るわず減速傾向を持続。ユーロ圏域内でも回復の足並みが揃わず、ギリシャ等南欧諸国での財政

収支悪化が表面化するなど、先行きに不透明感を残しました。 

アジア経済は、成長の中核である中国経済が、景気回復に伴い米国向け輸出が安定した伸びを

持続、積極的な内需拡大策が耐久財等個人消費の拡大へとつながり、安定成長を維持しました。 

わが国経済は、輸出が海外経済の回復を背景に拡大基調を維持し、製造業を中心に企業の景況

感には改善傾向が見られました。個人消費は耐久財消費に回復の兆しが見られたものの、厳しい

雇用と所得環境が続く中で、自律回復は弱いものとなりました。 

当期の商品先物取引業界は、東京工業品取引所において、新取引システム稼動にあわせ取引時

間の延長が実施され、東京穀物商品取引所が株式会社へ移行するなど、市場流動性の拡大に向け

た取組みが見られました。また、新規上場関連では、東京工業品取引所において「日経・東工取

商品指数」の取引が開始されました。 

商品市況は、世界的な景気回復を背景に貴金属、エネルギー市場を中心に農産物等を含め全般

に上昇、若しくは下値切り上げ傾向が見られました。一方、国内市場は景気回復に向けた足取り

の重さもあり、全国市場売買高は 68,518 千枚（前年比 74.0％）となりました。 

このような環境のなかで、当社では、委託売買高は 2,496 千枚（前年同期比 81.4％）となり、

自己売買高を加えた当期総売買高は、3,002 千枚（同 81.2％）となりました。 

 

 ③ 営業の経過および成果 

 （1）受取手数料部門 

当期の損益につきましては、営業損益では、国内市場の出来高減少傾向が続いたものの主力

商品である貴金属市場での取引が回復したこともあり、受取手数料は5,418,397千円（前年同期

比118.4％）となりました。 

 （2）売買損益部門 

売買損益は、堅実な運用に努めた結果 146,498 千円（同 329.2％）となりました。 
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また、販売費及び一般管理費につきましては、5,713,997 千円（同 95.9％）となりました。 

営業外損益につきましては、営業外収益が 56,507 千円（同 25.4％）となり、営業外費用は

51,849 千円（同 182.8％）となりました。 

特別損益につきましては、商品取引責任準備金戻入額 87,060 千円や訴訟損失引当金戻入額

49,500 千円を計上したこと等により特別利益が 164,851 千円（同 1,964.1％）となり、特別損

失は 30,020 千円（同 1.5％）となりました。 

以上の結果、営業収益は 5,696,235 千円（前年同期比 120.5％）と増収となり、営業損失 17,761

千円（前期は 1,232,168 千円の営業損失）、経常損失 13,103 千円（前期は 1,037,958 千円の経

常損失）を計上したものの、当期純利益 112,179 千円（前期は 3,145,660 千円の当期純損失）

を計上し、黒字転換いたしました。 

 

なお、事業年度における受取手数料および売買損益は次のとおりであります。 

 

（a）受取手数料 

（単位：千円） 

 期 別 

 

商 品 市 場 名 

第59期 

（自 平成21年４月１日） 

（至 平成22年３月31日） 

商品先物取引  

現物先物取引  

農産物市場 291,688 

砂糖市場 24,992 

水産物市場 0 

貴金属市場 4,564,437 

アルミニウム市場 13 

ゴム市場 205,023 

石油市場 141,888 

小計 5,228,044 

現金決済取引  

貴金属市場 50,971 

石油市場 33,364 

小計 84,336 

指数先物取引  

日経・東工取商品指数市場 4,195 

天然ゴム指数市場 65 

小計 4,260 

海外市場計 81,462 

商品ファンド 20,293 

合計 5,418,397 

（注） １．消費税は含まれておりません。 
    ２．千円未満は切り捨てて表示しております。  
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（ｂ）売買損益 

（単位：千円） 

 期 別 

 

商 品 市 場 名 

第59期 

（自 平成21年４月１日） 

（至 平成22年３月31日） 

商品先物取引  

現物先物取引  

農産物市場 21,574 

砂糖市場 △3,033 

水産物市場 3 

貴金属市場 38,128 

ゴム市場 4,864 

石油市場 23,074 

小計 84,611 

現金決済取引  

貴金属市場 4,458 

石油市場 1,769 

小計 6,227 

指数先物取引  

日経・東工取商品指数市場 1 

小計 1 

海外市場計 △1,056 

合計 89,783 

（注） １．消費税は含まれておりません。 
    ２．千円未満は切り捨てて表示しております。  
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（ｃ）売買高 

（単位：枚） 

第59期 

（自 平成21年４月１日） 

（至 平成22年３月31日） 

  期 別 

  内 訳 

          

商 品 市 場 名 委託 自己 合計 

現物先物取引    

農産物市場 338,952 208,483 547,435 

砂糖市場 22,414 2,864 25,278 

水産物市場 3 1 4 

貴金属市場 1,135,943 237,981 1,373,924 

アルミニウム市場 48 － 48 

ゴム市場 515,473 10,382 525,855 

石油市場 312,555 41,249 353,804 

小計 2,325,388 500,960 2,826,348 

現金決済取引    

貴金属市場 100,468 3,041 103,509 

石油市場 68,526 2,126 70,652 

小計 168,994 5,167 174,161 

指数先物取引    

日経・東工取商品指数市場 2,157 2 2,159 

天然ゴム指数市場 257 － 257 

小計 2,414 2 2,416 

合計 2,496,796 506,129 3,002,925 

 

 ④ 対処すべき課題 

商品先物取引業界においては、全国市場売買高が６年連続して減少するなど、流動性低下が

顕著となっております。その中で、国内初となる東京工業品取引所の金および白金先物価格に

連動する上場投資信託（ＥＴＦ）が大阪証券取引所に上場されたほか、経済産業省より「2010

年にグローバルな工業品先物市場を実現する 10 のアクション」が発表されるなど、証券業界と

関係を深めつつ、官民をあげて流動性の回復に取り組んでおります。 

さらに、東京工業品取引所では、同取引所に上場している商品から算出される総合的なコモ

ディティ指数である「日経・東工取商品指数」の新規上場に加え、2010 年９月を目途に取引時

間を午前４時 00 分まで延長する予定であり、市場流動性の回復が期待されるところです。 

法改正関連では、「商品取引所法」が「商品先物取引法」に名称を改めるとともに、国内外、

取引所内外を問わず商品先物取引を横断的に規制する法体系となり、業界の信用回復が期待さ

れるところです。また、プロ・アマ区分が導入され、プロにはより円滑な市場利用が提供でき

る一方、一般投資家などのアマには勧誘規制の強化など、より手厚い保護が必要となります。 

当社は、このような新しい事業環境に適宜対応し、安定的に収益基盤を確保していくことが

求められる中において、以下の方針で事業活動を行ってまいります。 

業界を取り巻く環境が厳しい中にあって、引き続き営業利益を確保することが最重要課題で
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あると認識し、その基盤整備として、さらなる預り資産の拡大に邁進するとともに、顧客に安

心してお取引をいただくために従業員に対して法令遵守の意識を高める研修を継続的に実施し、

コンプライアンスの徹底を図ってまいります。 

また、グループ内の三京証券株式会社と協力し、新たな収益源を模索してまいります。 

費用面におきましても、月次レベルでの予算管理を徹底し、経費の節減に努め、効率的な企

業運営を行ってまいります。 

 

⑤ 受託業務管理規則 

 

【商品先物取引に係る受託業務管理規則】 

第１条（目   的） 

     この規則は、商品市場における受託業務の適正な管理を行うために必要な事項を定め、委託者

の保護育成を図ることを目的とする。 

第２条（受託業務管理組織） 

     当社は、受託業務の適正な管理を行うために、以下の者および組織を置く。 

  （１）受託業務管理担当   

ア 管理総括責任者 

     イ 管理副総括責任者 

     ウ 顧客相談部 

   （２）受託業務顧客サービス班 

      ア サポートセンター 

       イ 顧客サービス班 

２．管理総括責任者は営業管理部担当取締役をもってこれにあてる。 

３．管理副総括責任者は営業管理部長をもってこれにあてる。 

４．顧客相談部は関東、関西および名古屋に置き、顧客相談部責任者と部員を置く。 

５．サポートセンターは東京、関西および名古屋に置き、サポートセンター責任者と課員を置く。 

６．顧客サービス班については、以下のとおりとする。 

(１) 本店、東京店および名古屋店にあっては、店長を責任者とし班員を置く。 

(２) 支店にあっては、支店長を責任者とし、班員を置く。 

（３）サテライト支店にあっては、支店長を責任者とする。 

（４）ＭＣ事業部にあっては、事業部の長を責任者とし班員を置く。 

 （５）法人事業部にあっては、部の長を責任者とし班員を置く。 

 （６）コールセンターにあっては、センターの長を責任者とし班員を置く。 

第３条（受託業務管理組織の職務） 

     管理総括責任者の職務は、以下のとおりとする。 

(１) 受託業務全般にわたる調整および管理を総括する。 

（２）特に最終審査者として、原則として不適当と認められる勧誘の適用除外に係る判定、商品

先物取引の未経験者に対する保護期間中の取引制限の解除に係る判定、直近３年以内に延べ

90 日間以上の取引実績のある顧客の習熟委託者への認定、預託時期に関する自主認定基準

該当者の認定等の職務等を行う。 

２．管理副総括責任者は、管理総括責任者を補佐し、受託業務全般にわたる調整および管理を統括

する。 

また管理総括責任者が不在時にその職務を代行する。 
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３．顧客相談部の職務は、以下のとおりとする。 

(１) 特に日常の適合性審査の審査者として、顧客相談部責任者は統括する店舗の管理審査業務

等を職務とする。 

（２）顧客からの受託に係る取扱要領に定められた登録外務員への再勧誘禁止の周知徹底と顧客

サービス班への勧誘拒否者に対する社内措置の指示 

（３）「口座開設申込書」および「顧客カード」の精査による顧客の選別ならびに審査 

（４）「顧客カード」の整備・保管 

（５）顧客の受託契約を締結する目的、顧客の資金力および取引経験等からみて不相応と判断さ

れる取引の抑制 

（６）「顧客からの受託に係る取扱要領」に基づく管理 

（７）登録外務員等の顧客に対する連絡サービス状況の掌握および営業部門に対する指導 

（８）取引内容に異常な徴候が認められた場合の迅速適切な措置 

（９）外務員に対する関係法令規則等の遵守に係る指導および遵守状況の監視ならびに不適正な

事実を発見した場合の迅速適切な措置 

（10）顧客からの苦情、紛争に対する適切な対応および営業部門に対する調査 

（11）恣意的に紛争を多発させた顧客の参入予防措置 

（12）取引に必要な知識の啓蒙普及ならびに顧客の理解度を向上させるために必要な措置 

（13）勧誘拒否者への社内対応等顧客サービス班への指示、連絡および職務の調整 

（14）顧客相談部責任者が不在の時は、各顧客相談部の次席が職務を代行する。また、次席がい

ない顧客相談部においては、管理副総括責任者または管理総括責任者が職務を代行する。 

４．サポートセンターの職務は以下のとおりとする。 

  （１）顧客相談部責任者が必要と判断した顧客への対応 

  （２）公共団体等の公金出納取扱者および高齢者、女性等、特にきめ細やかな管理を必要とする

顧客への対応 

 （３）顧客には自身の判断と責任において取引をすることを徹底して理解を図り、投資可能資金

額を最小限に設定すること 

５．顧客サービス班の職務は以下のとおりとする。 

 （１）「顧客カード」の作成、記載内容の照合および内容の訂正指導を含む調整と管理 

（２）取引開始前における顧客に対する商品先物取引の仕組ルール・リスク等の説明と確認 

（３）特に投資可能資金額とは、顧客が商品先物取引の担保として預託する取引証拠金等の性質

を充分に理解した上で、顧客自身が損失を被っても生活に支障のない範囲で取引証拠金等と

して差入れ可能な資金総額のことであり、その額は商品先物取引により損失が発生している

場合は当該損失額を控除した額のことである旨の顧客への説明 

 （４）取引開始後における顧客に対する商品先物取引の仕組ルール等の理解度確認 

 （５）顧客の資金力、取引経験等からみて不相応と判断される取引の抑制 

 （６）外務員等の顧客に対する連絡サービス状況の掌握および営業部門に対する指導 

 （７）顧客の取引内容に異常な徴候が認められた場合の迅速適切な措置 

（８）外務員に対する関係法令諸規則等の遵守に係る指導および遵守状況の監視ならびに不適正

な事実を発見した場合の迅速適切な措置 

（９）顧客相談部責任者により指示された事項の適切な措置および連絡ならびに指示を受けた勧

誘拒否者に対する社内措置 

第４条（顧客カードの作成と管理） 

    顧客と商品先物取引契約の締結を行う担当外務員は、顧客の適合性を審査するため、約諾書の
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差入れを受ける前に、顧客から口座開設申込書の提出を受けるものとする。顧客サービス班は以

下の事項を記載した「顧客カード」を作成、その事項に変更があった場合はその都度更新し、顧

客情報を適切に管理するものとする。 

  (１) 氏名、性別、年令、生年月日、家族構成、住所および連絡先 

 (２) 職業、勤務先、役職および勤務先住所 

 (３) 資産および年収の状況 

（４）受託契約を締結する目的 

（５）投資可能資金額 

（６）商品先物取引および証券取引等の経験の有無 

（７）その他必要と認める事項 

２．前項各号の顧客情報については、担当外務員または顧客サービス班は、取引開始後も委託者の

属性情報の的確な把握に努めるものとし、定期的に委託者に対して電話または書面等により属性

情報の変更について確認し、変更があった場合には「変更申請書」を作成し「顧客カード」を更

新する。 

３．顧客サービス班は、作成された「顧客カード」を管理し、顧客相談部責任者は各店管理課にて

整備・保管させるものとする。その写しは管理総括責任者の元に備え置くものとする。 

第５条（適合性の原則による勧誘を審査する部署とその職務） 

適合性の審査は、前条により作成された「顧客カード」等に基づき、以下の部署にて予備審査、 

  本審査の審査および適否の判定を行うものとする。 

 (１) 東京店、東京店管轄支店、東京店管轄サテライト支店、法人事業部、東京サポートセンタ

ーおよびＭＣ事業部については関東顧客相談部責任者が予備審査、本審査の審査を行う。 

(２) 本店、本店管轄支店、関西サポートセンターについては、関西顧客相談部責任者が予備審

査、本審査の審査を行う。 

(３) 名古屋店、名古屋店管轄支店および名古屋サポートセンターについては、名古屋顧客相談

部責任者が予備審査、本審査の審査を行う。 

(４) 上記（１）～（３）の審査終了後、予備審査、本審査の適否の判定は管理総括責任者また

は管理副総括責任者が行う。 

第６条（適合性の原則による勧誘を審査する基準） 

  当社は、本条の審査適否の判定があるまでは、顧客から約諾書の差し入れ、取引証拠金の預託

および売買注文を受けてはならない。 

１．適合性の原則による勧誘の審査基準 

各顧客相談部責任者ならびに管理総括責任者、管理副総括責任者は、第４条により作成され 

   た「顧客カード」等に基づき、予備審査においては、主に顧客が商品先物取引に適合する顧客 

     属性を具備しているかどうかを審査判定するものとし、本審査においては、主に顧客の商品先 

     物取引の取引理解度、受託契約を締結しようとする目的、投資可能資金額設定の妥当性につい 

     て審査判定するものとするが、その基準はいずれの場合も商品先物取引の勧誘および受託を行 

     うために、顧客の知識、経験、財産の状況等を総合的に勘案し審査判定を行ない、その記録を 

     予備審査、本審査の判定結果表に記録保存するものとする。 

２．常に不適当と認められる勧誘の審査基準 

以下に該当する者は、商品先物取引の委託の勧誘および受託を行わないこととする。 

（１）未成年者、成年被後見人、被保佐人、被補助人、精神障害者、知的障害者および認知障

害の認められる者 

  （２）生活保護法による保護を受けている世帯に属する者 
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 （３）破産者で復権を得ない者 

 （４）商品先物取引を借入れにより行おうとする者 

 （５）元本欠損又は元本を上回る損失が生ずるおそれのある取引をしたくない者 

３．原則として不適当と認められる勧誘の審査基準 

    以下に該当する者は、適合性の原則に照らして原則として委託の勧誘および受託を行わない

こととする。 

（１）年金、恩給、退職金、保険金等（以下「年金等」という）により主として生計を維持し 

     ている者（収入全体の過半を占める場合をいう） 

（２）一定以上の収入を有しない者（年間 500 万円の収入をその目安とする） 

   （３）投資可能資金額を超える証拠金等を必要とする取引をしようとする者 

      (注) 取引を継続するために追証拠金等を支払うことにより証拠金預託必要額の金額が

投資可能資金額を超えることとなる場合、顧客に対し追証拠金等を支払って取引を継

続するよう勧める行為もこれに該当する。 

（４）一定の高齢者（75 歳以上） 

４．適合性の原則に照らして不適当と認められないための例外の要件 

（１）以下の事項を満たす証明があること 

     ア  年金等で生計をたてている者および一定以上の収入を有さない者に対する勧誘につ

いては、顧客が投資可能資金額の裏付けとなる資産を有していることを証明できること。 

イ  投資可能資金額を超える証拠金を必要とする取引に係る勧誘については、顧客が新た 

      に申告する投資可能資金額が損失をしても生活に支障のない範囲で設定されているこ 

      と、および新たな投資可能資金額の裏付けとなる資産を有していることを証明できるこ 

      と。なお、この申請は投資可能資金額の超過申請書により行うこと。 

     ウ  一定の高齢者の勧誘については、当該顧客が直近３年以内に延べ 90 日間以上を目安

として商品先物取引を行った経験があること、ならびに仕組み、リスクその他の説明を

受けた事項を的確かつ客観的に十分に理解していることを確認すること。 

（２）顧客本人の自書により、自らが適合性の原則に照らして原則として不適当と認められる 

     勧誘の対象者であることを理解しているとともに、前号の例外の要件を自らが満たすこと 

     について確認している旨の書面による申告があること。 

（３）前１号の要件を満たしかつ前２号の申出書があり、これを管理総括責任者が適否の判

定をした者については、適合性の原則に照らして不適当と認められないための例外の要

件を満たす対象者とする。 

第７条（商品先物取引の経験のない新たな顧客に対する管理措置） 

     商品先物取引の経験のない新たな顧客に対する勧誘および受注については、以下の管理措置を

定める。 

  (１) 商品先物取引の経験のない新たな顧客とは、適否の審査判定の直近３年以内に延べ 90 日

間以上の商品先物取引の経験が無い者をいう。 

 （２）商品先物取引の経験のない新たな顧客の未習熟期間は、最初の取引を行う日から３カ月を

経過する日までと定め、この期間の満了をもって習熟委託者とする。 

   (３) 未習熟期間中は投資可能資金額の３分の１を当該期間の取引制限額として定め、この額を

取引本証拠金等の額の上限とする。 

２．原則として未習熟期間中は取引制限額の引き上げは行わないものとする。ただし、顧客本人か

ら前項３号の取引制限額を解除したいと希望する場合は、当該顧客から商品先物取引の経験がな

い者を保護するために取引量を制限する措置が設けられていること、および商品先物取引に習熟
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していると認められる場合に限られることを理解しており、この要件を顧客自らが満たすことに

ついて確認している旨の書面での申告を得るとともに、当該顧客が商品先物取引に習熟している

ことを客観的に確認するものとし、管理総括責任者が適否の判定をした者については、適合性の

原則に照らして、不適当と認められないための例外の要件を満たす対象者とする。 

第８条（顧客の売買取引の確認） 

   顧客から売買取引の受注をする営業担当外務員は受注の都度、顧客の売買取引を明確に確認す

るため、その受注内容を「受注記録簿」に記載するものとする。 

第９条（適正な受注の管理） 

  顧客相談部および顧客サービス班は、顧客の資金力・取引経験からみて不相応と判断される受

注の抑制や、取引内容に異常な徴候が認められた場合は、売買取引の受注をする営業担当外務員

に対して迅速適切な措置を講ずるよう注意を喚起しなければならない。 

第 10 条（営業部門に対する管理） 

顧客相談部および顧客サービス班は、営業部門に対して、受託業務の適正化を図るために必要

な事項について注意を喚起しなければならない。 

第 11 条（営業担当外務員に対する管理） 

顧客相談部および顧客サービス班は、営業担当外務員に対して関係法令諸規則等の遵守に係る

指導および遵守状況の監視ならびに不適正な事実を発見した場合の迅速適切な措置をとるもの

とする。 

第 12 条（顧客からの苦情・紛争への対応） 

   顧客相談部および顧客サービス班は、顧客から取引にかかわる相談および問合せがあった場合

は迅速にその処理を図り、また取引にかかわる苦情の申出があった場合は速やかに事実の調査を

行い顧客と面談等のうえ、その解決を図らなければならない。 

第 13 条（顧客相談部、顧客サービス班および営業部門との連絡、調整） 

営業管理部は、顧客相談部、顧客サービス班および営業部門から、顧客管理に関する事項につ

いて相談および連絡があった場合はその調整および解決を行い、管理総括責任者にその報告を行

うものとする。 

第 14 条（法令等解釈に疑義が生じたときの措置） 

  営業管理部は、商品先物取引に関連する法令、社内規程等に疑義が生じた場合は迅速に法務部

に連絡し、法務部はその確認および解決を行い、管理総括責任者にその報告を行うものとする。

また営業管理部および法務部は、社内に対して当該事項を周知徹底しなければならない。 

第 15 条（委託本証拠金の額等に係る措置） 

取引本証拠金の額等は、全ての上場商品につき、取引所が定める取引本証拠金基準額と同額と

する。 

２．取引本証拠金の額等に係る社内責任者を管理総括責任者として定め、その内容について社内に

徹底するとともに、顧客に周知し、その記録を３年間保存する。 

第 16 条（委託者との入出金に係る管理措置） 

   委託者との間の入金および出金は原則として振込みにより行う。 

   なお、やむを得ず現金の受渡しを行う場合は、顧客相談部責任者が委託者ごとにその必要性等

について審査し、承認した場合に行うことができる。 

２．取引証拠金等を現金により受領する場合には、あらかじめ金額を記載した会社発行の取引証拠

金預り証の交付と同時に行うものとする。 

３．委託者から現金で入出金したときは、顧客相談部責任者または当該店管理責任者が、当該委託

者に対し、入出金の額、日時、担当外務員の氏名等について確認を行うものとする。 
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４．現金の授受に当たっては、原則複数の役職員（担当営業外務員と顧客サービス班員）で対応す

る。 

ただし、やむを得ず一人の社員で対応する場合には、顧客相談部責任者の承認を得るものとす

る。 

第 17 条（公金出納取扱者等の不正資金流入防止措置） 

  当社は、以下に規定する者（以下「公金出納取扱者」という。）からの受託に当たっては、不

正資金の流入を回避するため、次項以下の措置を講ずるものとする。 

 (１) 銀行、農業・漁業の協同組合、信用協同組合、信用金庫、郵便局などの金融機関の金銭、

有価 証券等の取扱いに直接または間接に係わる者 

(２) 証券会社、保険会社、消費者金融、信販会社、クレジットカード会社、ファイナンス会社、 

       リース会社などのノンバンクの金銭、有価証券等の取扱いに直接または間接に係わる者 

(３) 国、地方公共団体その他公益機関の金銭、有価証券等の取扱いに直接または間接に係わる 

       者 

(４)民間企業等における金銭、有価証券等の取扱いに直接または間接に係わる者 

２．公金出納取扱者については、契約を締結する場合は、本項各号の要件を満たし、委託者本人か

ら取  引を行いたい旨、自らの資金で取引を行う旨を明記した本人自書の申出書、および資産の

裏付けとなる証明書類の提出があり、第２条に定める管理総括責任者が認めた場合に限る。また、

公金出納取扱者の投資可能資金額の上限は、3,000 万円とする。 

(１) 管理総括責任者の判定に先立ち、顧客サービス班は、顧客カードと顧客の記載した口座開

設申込書等の内容を点検し、当該顧客に対して訪問により、口座開設申込書等の記載内容の

確認および取引理解度の確認を行う。 

(２) 顧客相談部責任者は、口座開設申込書等に記載された属性情報および取引理解度の確認を

行い、適合性があると判断した顧客について管理総括責任者に判定を要請する。 

３．公金出納取扱者からの受注管理体制については以下のとおり定める。 

(１) 未習熟、習熟期間を問わず、新たな入金を行い建玉を増加させるために投資可能資金額を

超える証拠金を必要とする取引の審査判定は原則として認めない。ただし、委託者からの申

出があり管理総括責任者が妥当と判断した場合はその限りではない。その場合の投資可能資

金額の超過申請手続は、第６条第４項によるものとし、資産の裏付けとなる証明書類は、預

金通帳の写しまたは残高証明書等に限定し、かつ変更後の上限は 3,000 万円とする。 

(２) 追証拠金、定時増証拠金、臨時増証拠金等の賦課などにより、預託必要額が 3,000 万円を

超え  ることとなる取引の申出が委託者よりあった場合、顧客サービス班は、顧客相談部責

任者、管理副総括責任者および管理総括責任者に報告するものとする。 

(３) 公金出納取扱者を管理する部署は、原則としてサポートセンター（サポートセンターのな

い支店では店頭）とする。 

   (４) 取引開始後の属性変更により公金出納取扱者となった委託者については、その時点で 3,000 

       万円を超える投資可能資金額を設定している場合は、その後の投資可能資金額の超過は認め 

       ない。 

   (５) 前号に該当する委託者において、現在の投資可能資金額から預り金と差引損金を控除した

額が 3,000 万円を超える場合、公金出納取扱者に対する管理措置を説明の上、その額が 3,000

万円以内となるよう投資可能資金額の減額申請の手続を行うか、現在の投資可能資金額から

預り金と差引損金を控除した額の資産の裏付けとなる証明書類（預金通帳の写し、残高証明

書等）を提出するよう要請する。なお、当該委託者がそのいずれも拒否した場合には、その

後新たな証拠金の預託は行わない。 
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  (６) 公金出納取扱者であった者が、異動等により公金出納取扱者でなくなり、委託者本人の申

告により通常委託者の取扱いを希望した場合は、顧客サービス班員が、訪問、架電等により

公金出納取扱者でないことが確認できたときは、管理副総括責任者および管理総括責任者の

了承の上変更を認める。 

４．公金出納取扱者については、担当外務員および顧客サービス班は、前項第２号に規定した投資

可能資金額を超える証拠金を必要とする取引の申出があった場合、以下の手順により特段の措置

を講ずるものとする。 

(１) 担当外務員および顧客サービス班は、当該委託者が残高照合通知書等で取引状況の確認を

行っているかどうかを注視し、回答書等の提出がない場合は自ら回収を図り当該委託者に取

引状況を確認するものとする。 

(２) 顧客サービス班員、顧客相談部責任者または管理副総括責任者は、前号の場合において当

該委託者と面談または架電により事情聴取を行い、資産の裏付けとなる証明書類（預金通帳

の写し、残高証明書等）の提出を求める。 

   (３) 担当外務員および顧客サービス班は、調査表にて顧客相談部責任者、管理副総括責任者を

通して管理総括責任者に報告し、管理総括責任者は調査表を精査した上で取引の可否を判断

する。 

   (４) 第２号において、当該委託者が資産の裏付けとなる証明書類等を提出しない場合またはこ

れを拒んだ場合には、その後新たな証拠金の預託および建玉の受注は行わない。 

   (５) 調査業務は、顧客相談部または顧客サービス班が担当し、営業部門はこれに協力しなけれ

ばならない。なお第１号から第４号の調査に係る調査表は 10 年間保存するものとする。 

５．委託者から不正資金による取引資金の預託を受けていたことが判明したときは、当該委託者に

対し、速やかに決済するよう要請するとともに、その後の入金は不正資金の有無に関わらず受託

しない。 

第 18 条（広告・宣伝に係る管理措置） 

   受託等業務に関する広告および宣伝については、当社の「広告等に関する取扱規程」に基づく

ものとする。 

第 19 条（受託等業務における禁止行為および懲戒） 

    受託等業務を行う者は、「商品取引所法」、「同法施行令」、「同法施行規則」、「受託契約

準則」および日本商品先物取引協会の制定に係る「受託等業務に関する規則」等に定める禁止

行為をしてはならない。 

２．前項に違反した者は、就業規則に基づきこれを懲戒に処す。 

第 20 条 （規則の制定および改正） 

     受託業務管理規則の制定および改正は、取締役会の決議を経て行う。 

第 21 条 （日本商品先物取引協会への届出） 

   この規則は、日本商品先物取引協会へ届け出るものとする。これを改正したときも同様とする。 

第 22 条 （電子取引） 

    インターネット取引については、別に定める「インターネット取引受託業務管理規則」による

ものとする。 

 

    付   則  

１．この規則は、平成 元 年 11 月 27 日より実施する。 

２．本規則の実施にともない、「新規委託者保護管理規則」は廃止する。 

 ３．この改正規則は、平成 ３ 年 12 月 １ 日より実施する。 
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４．この改正規則は、平成 ７ 年 12 月 １ 日より実施する。 

  ５．この改正規則は、平成 ８ 年 ８ 月 20 日より実施する。 

６．この改正規則は、平成 ９ 年 ６ 月 27 日より実施する。 

 ７．この改正規則は、平成 10 年 ７ 月 １ 日より実施する。 

  ８．この改正規則は、平成 10 年 ９ 月 １ 日より実施する。 

９．この改正規則は、平成 11 年 ２ 月 １ 日より実施する。 

10．この改正規則は、平成 11 年 ６ 月 １ 日より実施する。 

11．この改正規則は、平成 11 年 ７ 月 １ 日より実施する。 

  12．この改正規則は、平成 12 年 ４ 月 １ 日より実施する。 

  13．この改正規則は、平成 12 年 10 月 １ 日より実施する。 

 14．この改正規則は、平成 14 年 ４ 月 １ 日より実施する。 

 15．この改正規則は、平成 14 年 ６ 月 17 日より実施する。 

 16．この改正規則は、平成 14 年 11 月 15 日より実施する。 

17．この改正規則は、平成 15 年 ４ 月 １ 日より実施する。 

   （ただし、第 15 条、第 16 条の適用の時期は、平成 15 年４月１日よりとする。） 

18．この改正規則は、平成 15 年 ６ 月 ６ 日より実施する。 

19．この改正規則は、平成 15 年 10 月 １ 日より実施する。 

20．この改正規則は、平成 16 年 ６ 月 １ 日より実施する。 

21．この改正規則は、平成 17 年 ５ 月 １ 日より実施する。 

   （ただし、第５条、第６条、第７条の適用の時期は、平成 17 年５月１日よりとする。） 

22．この改正規則は、平成 17 年 ６ 月 27 日より実施する。 

23．この改正規則は、平成 17 年 12 月 26 日より実施する。 

24．この改正規則は、平成 17 年 12 月 30 日より実施する。 

25．この改正規則は、平成 18 年 ２ 月 １ 日より実施する。 

26．この改正規則は、平成 18 年 ３ 月 １ 日より実施する。 

27．この改正規則は、平成 18 年 ４ 月 １ 日より実施する。 

28．この改正規則は、平成 18 年 11 月 13 日より実施する。 

   （ただし、第 16 条の適用の時期は、平成 18 年 11 月 14 日よりとする。） 

29．この改正規則は、平成 19 年 ８ 月 １ 日より実施する。 

30．この改正規則は、平成 19 年 ９ 月 １ 日より実施する。 

31．この改正規則は、平成 19 年 ９ 月 30 日より実施する。 

32．この改正規則は、平成 19 年 12 月 17 日より実施する。 

33．この改正規則は、平成 20 年 ９ 月 29 日より実施する。 

34．この改正規則は、平成 21 年 ３ 月 24 日より実施する。 

35．この改正規則は、平成 21 年 12 月 １ 日より実施する。 
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【インターネット取引受託業務管理規則】 

第１条（目   的） 

     この規則は、商品先物市場において、インターネット等の通信手段を利用して、電子取引に関

する契約約款（インターネット取引「Expert」約款）の定めにしたがって行う受託業務の適正な

管理を行うために必要な事項を定め、委託者の保護育成を図ることを目的とする。 

第２条（定  義） 

 インターネット等の通信手段を利用した受託業務とは、電子情報処理組織等を利用して委託者

への告知または募集の広告等をすることはあっても、一切の勧誘行為を伴わない受託業務をいう。 

第３条（受託業務管理組織） 

     コールセンターは、インターネット取引における受託業務の適正な管理を行うため、顧客サー

ビス班を置く。 

２．顧客サービス班責任者は、コールセンターの長をもってこれにあてる。 

第４条（受託業務管理組織の職務） 

     コールセンターの長は、インターネット取引における受託業務全般にわたる調整および管理を

行う。 

２．顧客サービス班の職務は、以下のとおりとする。 

（１）「口座開設申込書」および「顧客カード」の内容の精査による顧客の選別ならびに審査 

（２）取引の理解度の確認。特にインターネット取引においては、投資可能資金額の状況の把握

をはじめすべて顧客自身の判断と責任において取引することの理解の確認 

（３）「顧客カード」の整備、管理および保管 

（４）顧客の資金力、取引経験等からみて不相応と判断される取引の抑制 

  （５）公共団体等の公金出納取扱者、年金生活者、高齢者、一定の収入を有しない者および女性

等、特にきめ細やかな管理を必要とする顧客の対応 

（６）取引内容に異常な徴候が認められた場合の迅速適切な措置 

（７）外務員に対する関係法令規則等の遵守に係る指導および遵守状況の監視ならびに不適正な

事実を発見した場合の迅速適切な措置 

（８）顧客からの苦情、紛争に対する適切な対応 

（９）過去に恣意的に紛争を多発した顧客の参入予防措置 

（10）商品先物取引に必要な知識の啓蒙普及ならびに顧客の理解度を向上させるために必要な措 

    置 

第５条（顧客の本人確認書類の徴収） 

   取引口座の開設を行うにあたっては、犯罪収益移転防止法の要請に基づき、顧客より本人確認 

  書類を徴収するものとする。 

第６条（顧客カードの作成） 

    顧客と商品先物取引契約を締結するための窓口処理を行う外務員は、顧客の適合性の審査に付 

  するため、顧客から提出を受けた口座開設申込書ならびに約諾書等を基に、以下の事項を記載し 

  た顧客カードを作成するものとする。また、以下の事項に変更があった場合はその都度更新し、 

  顧客情報を適切に管理するものとする。 

   (１) 氏名、性別、年令、生年月日、家族構成、住所および連絡先 

  (２) 職業、勤務先、役職および勤務先住所 

  (３) 資産および年収の状況 

(４) 投資可能資金額（損失を被っても生活に支障のない範囲で取引証拠金等として差入れ可能 

    な資金総額） 
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(５) 商品先物取引および証券取引等の経験の有無 

(６) 受託契約を締結する目的 

(７) その他必要と認める事項 

２．前項各号の顧客情報については、取引開始後も委託者の属性情報の的確な把握に努めるものと

し、定期的に委託者に対して電話、郵便またはインターネットを介した電磁的方法等により属性

情報の変更について確認し、変更があった場合には「変更申請書」を作成し「顧客カード」を更

新する。 

３．顧客サービス班は、作成された「顧客カード」を管理し、整備・保管するものとする。その写

しは、商品先物取引に係る受託業務管理規則第２条第２項に定める管理総括責任者（以下「管理

総括責任者」という。）の元に備え置くものとする。 

第７条（適合性の審査） 

  コールセンターの長は、前条により作成された顧客カードに基づき、適合性の審査を行うもの

とする。 

２．前項による審査の結果、コールセンターの長の承認を得て取引口座の開設を行うものとする。 

３．口座開設後、顧客より、本人自書の書面または当社に登録されたメールアドレスからメールに

より投資可能資金額を超える証拠金を必要とする取引を行いたい旨の申出があった場合は、顧客

よりその時点の資産および年収の状況等必要な情報を徴収した上で十分な審査を行い、管理総括

責任者の判定を得て受託するものとする。 

第８条（適合性の基準） 

次に該当する者については、商品先物取引の取引口座の開設および受託を行わないものとする。 

（１）未成年者、成年被後見人、被保佐人、被補助人、精神障害者、知的障害者および認知障害

の認められる者 

（２）生活保護法による保護を受けている世帯に属する者 

（３）破産者で復権を得ない者 

２．次に該当する者については、適合性の原則に照らし、コールセンターの長による十分な審査の

うえ、商品先物取引に係る受託業務管理規則第２条に定める関東顧客相談部責任者、管理副総括

責任者、必要に応じて管理総括責任者の承認を受けた場合に限り、取引口座の開設および受託を

行うものとする。 

（１）年金、恩給、退職金、保険金等により主として生計を維持している者 

（２）一定の収入を有しない者 

（３）一定の高齢者（75 歳以上） 

（４）公共団体等の公金出納取扱者 

３．前項に該当する者の取引口座開設および受託については、資産状況および商品先物取引の仕組

み、リスクその他の事項を的確かつ十分に理解していることを確認するものとする。 

４．取引口座開設後、第２項に該当する者から電子取引に関する契約約款（インターネット取引「 

 Expert」約款）に定める投資可能資金額を超えて取引をしたい旨の申出があった場合は、より厳

格な審査を行い、管理総括責任者の承認を受けた場合に限り受託するものとする。 

第９条（書面の交付） 

   契約締結前の以下の書面の交付は、顧客より口座開設の申込みを受けた後、郵便等の方法によ

って行うほか、商品取引所法第 217 条第２項の規定により、当該書面の交付に代えて、当該顧客

の承諾を得て、インターネットを介した電磁的方法で顧客に記載事項を提供することができるも

のとする。 

  （１）商品先物取引－委託のガイド 
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  （２）受託契約準則 

  （３）取引本証拠金額一覧 

 （４）委託手数料額一覧 

   また、電子取引に関する契約約款（インターネット取引「Expert」約款）を交付し、委託手数

料額一覧は「インターネット取引「Expert」のお知らせ」にて通知するものとする。 

第 10 条（顧客の取引理解度の確認） 

顧客と商品先物取引契約を締結するための窓口処理を行う外務員は、前条の書面交付後、顧客

から提出を受けた商品先物取引内容理解確認書に基づき以下の事項を顧客に確認するとともに、

顧客に十分な自覚を促したうえで取引への参加を求めるものとする。 

 (１) 受託契約準則、「商品先物取引－委託のガイド」および電子取引に関する契約約款（イン

ターネット取引「Expert」約款）の内容についての理解および交付 

    (２) 顧客が預託する証拠金の額と比較して総取引金額が著しく大きいこと、すなわちレバレッ

ジ性の高い取引であることの理解 

(３) 取引リスクについての理解（特に、相場変動による取引での損失の額が預り証拠金額を上

回る恐れがある旨の理解 

(４) 商品先物取引の仕組み（証拠金制度、特に追証拠金について、損益の計算方法等）の理解 

(５) 値幅制限、建玉制限のある取引である旨の理解（特に、ストップ高・ストップ安の際には

注文が成立しない可能性があることの理解） 

   (６) 株式会社東京工業品取引所では値幅制限（固定的な制限値段）に代えてサーキットブレー

カー制度が採用されていることの理解（あらかじめ設定されたサーキットブレーカー幅外の

価格で注文が対当した場合、一定時間立会を中断し、サーキットブレーカー幅を拡張して取

引を再開する仕組みの理解） 

   (７) 株式会社東京工業品取引所について当社が提供する注文の種類、約定条件および有効期限

の理解 

(８) 自己の判断および責任において取引を行うこと 

２．前項の確認は電話等の会話によるものとし、確認を行った外務員がその内容を記した応対記録

を作成し、顧客サービス班が整理、保管するものとする。 

３．顧客サービス班は、顧客の取引理解度が十分ではない恐れのある場合、窓口処理を行う外務員

に代わり、顧客サービス班が顧客の理解度の点検を行い、顧客の内容理解のために努め、確認し

なければならない。また、必要に応じて外務員に対する指導を行うものとする。 

第 11 条（外務員に対する管理） 

コールセンターの長は、外務員が適正に受託業務を遂行するために必要な事項について、注意

を喚起しなければならない。 

第 12 条（顧客からの苦情・紛争への対応） 

  顧客からの苦情・紛争への対応については、商品先物取引に係る受託業務管理規則第 12 条に

よるものとする。 

第 13 条（ＩＤ・パスワードの管理） 

   インターネット取引における顧客のＩＤおよびパスワードの管理については、十分な注意をも

って行うものとする。 

第 14 条（取引本証拠金の額に係る措置） 

取引本証拠金の額は、全ての上場商品につき、原則として取引所が定める取引本証拠金基準額

と同額とする。ただし、市場環境および投資家保護等を勘案して必要であると判断したときは、

同一取引所の同一商品であっても、限月ごとに異なる取引本証拠金を管理総括責任者の承認を得
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て設定することができるものとする。なお、取引所が定める取引本証拠金基準額と異なる取引本

証拠金を設定したときは、「インターネット取引「Expert」のお知らせ」にて顧客に通知するも

のとする。 

２．取引本証拠金の額等に係る社内責任者を管理総括責任者として定め、その内容について社内に

徹底するとともに、顧客に周知し、その記録を３年間保存する。 

第 15 条（取引証拠金等の受払いに係る措置） 

   顧客との間の取引証拠金等の受払いは、現金については銀行振込でこれを行うものとする。 

第 16 条（公金出納取扱者の不正資金流入防止措置） 

   当社は、以下に規定する者（以下「公金出納取扱者」という。）からの受託に当たっては、不

正資金の流入を回避するため、次項以下の措置を講ずるものとする。 

(１) 銀行、農業・漁業の協同組合、信用協同組合、信用金庫、郵便局などの金融機関の金銭、

有価証券等の取扱いに直接または間接に係わる者 

(２) 証券会社、保険会社、消費者金融、信販会社、クレジットカード会社、ファイナンス会社、 

    リース会社などのノンバンクの金銭、有価証券等の取扱いに直接または間接に係わる者 

(３) 国、地方公共団体その他公益機関の金銭、有価証券等の取扱いに直接または間接に係わる 

    者 

(４)民間企業等における金銭、有価証券等の取扱いに直接または間接に係わる者 

２．公金出納取扱者については、契約を締結する場合は、本項各号の要件を満たし、かつ管理総括

責任者が認めた場合に限る。また、公金出納取扱者の投資可能資金額の上限は、3,000 万円とす

る。 

(１) 管理総括責任者の判定に先立ち、コールセンターの長および顧客サービス班は、顧客カー

ドと顧客の記載した口座開設申込書等の内容を点検し、当該顧客に対して口座開設申込書等

の記載内容の確認、取引理解度の確認、自己の余裕資金内で投資可能資金額が設定されてい

ること、自己の判断と責任において取引に参加することを確認する。 

(２) 顧客相談部責任者は、口座開設申込書等に記載された属性情報および取引理解度の確認を

行い、適合性があると判断した顧客について管理総括責任者に判定を要請する。 

３．公金出納取扱者からの受注管理体制については以下のとおり定める。 

(１)前項の範囲内で新たな入金を行い建玉を増加させるために投資可能資金額を超える証拠金

を必要とする取引の申出が委託者よりあった場合、または追証拠金、定時増証拠金、臨時増

証拠金等の賦課などにより、預託必要額が 3,000 万円を超えることとなる取引の申出が委託

者よりあった場合の審査・判定に当たっては、顧客相談部責任者、管理副総括責任者および

管理総括責任者は当該委託者の取引理解度、資力等を総合的に勘案して慎重に行うこととす

る。 

     (２) 取引開始後の属性変更により公金出納取扱者となった委託者については、その時点で

3,000 万円を超える投資可能資金額を設定している場合は、その後の投資可能資金額の超過

は認めない。 

  (３) 前号に該当する委託者において、現在の投資可能資金額から預り金と差引損金を控除した

額が 3,000 万円を超える場合、公金出納取扱者に対する管理措置を説明の上、その額が 3,000

万円以内となるよう投資可能資金額の減額申請の手続を行うか、現在の投資可能資金額から

預り金と差引損金を控除した額の資産の裏付けとなる証明書類（預金通帳の写し、残高証明

書等）を提出する 

    よう要請する。なお、当該委託者がそのいずれも拒否した場合には、その後新たな証拠金の

預託は行わない。 
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    (４) 公金出納取扱者であった者が、異動等により公金出納取扱者でなくなり、委託者本人の申

告により通常委託者の取扱いを希望した場合は、部署の異動等を挙証する書類の日付より、

もしくは顧客サービス班員が架電等により公金出納取扱者でないことが確認できたときは、

管理副総括責任者および管理総括責任者の了承の上変更を認める。 

４．公金出納取扱者については、コールセンターの長および顧客サービス班は、前項第１号のうち 

   追証拠金、定時増証拠金、臨時増証拠金等の賦課などにより、預託必要額が 3,000 万円を超える 

    こととなる取引の申出が委託者よりあった場合、以下の手順により特段の措置を講ずるものとす 

   る。 

(１) 顧客サービス班は、当該委託者に事情聴取を行い、資産の裏付けとなる証明書類（預金通

帳の写し、残高証明書等）の提出を求め、調査表を作成する。調査表を基に顧客サービス班

は、コールセンターの長、顧客相談部責任者および管理副総括責任者を通して管理総括責任

者へ報告することとする。 

   (２) 前号において、当該委託者が資産の裏付けとなる証明書類等を提出しない場合またはこ 

れを拒んだ場合には、その後新たな証拠金の預託および建玉の受注は行わない。 

   (３) 顧客サービス班は、調査表にて顧客相談部責任者、管理副総括責任者を通して管理総括責

任者に報告し、管理総括責任者は調査表を精査した上で取引の可否を判断する。 

   (４)第１号から第３号の調査に係る調査表は 10 年間保存するものとする。 

５．委託者から不正資金による取引資金の預託を受けていたことが判明したときは、当該委託者に

対し、速やかに決済するよう要請するとともに、その後の入金は不正資金の有無に関わらず受託

しない。 

第 17 条（広告・宣伝に係る管理措置） 

   インターネット取引受託業務に関する広告および宣伝については、当社の「広告等に関する取

扱規程」に基づくものとする。 

第 18 条（受託等業務における禁止行為および懲戒） 

     受託等業務を行う者は、この規則を遵守するとともに、「商品取引所法」、「同法施行令」、

「同法施行規則」、「受託契約準則」および日本商品先物取引協会の制定に係る「受託等業務

に関する規則」に定める禁止行為をしてはならない。 

２．前項に違反した者は、就業規則に基づきこれを懲戒に処す。 

第 19 条（対面営業取引とインターネット取引の両口座を保有する顧客の措置） 

 対面営業取引とインターネット取引の両口座を保有する顧客においては、「商品先物取引に係

る受託業務管理規則」の適用を受けるものとする。 

第 20 条 （規則の制定および改正） 

     この規則の制定および改正は、取締役会の決議を経て行う。 

第 21 条 （日本商品先物取引協会への届出） 

    この規則は、日本商品先物取引協会へ届け出るものとする。これを改正したときも同様とする。 

 

    付   則  

１．この規則は、平成 20 年 ９ 月 29 日より実施する。 

２．この改正規則は、平成 21 年 ５ 月 ７ 日より実施する。 

３．この改正規則は、平成 21 年 12 月 １ 日より実施する。 
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⑥ 外務員の登録状況 

 

 

 

 

 

  ⑦ 委託者数 

 

期 首 委 託 者 数 新 規 委 託 者 数 期 末 委 託 者 数 

３，３７０名 １，４６１名 ３，４９７名 

 

 ⑧ 苦情・紛争に関する事項 

    

（ａ）顧客等が提起したもの 

当該年度中の解決案件 当該年度中の未解決案件 

苦 情 紛 争 訴 訟 苦 情 紛 争 訴 訟 

 

相互の話

合いによ

る解決 

紛争処理

機関での

解決 
 

相互に話

合い中 

紛争処理

機関で処

理中 
 

当該年度に新

規に発生した

案件の件数 

２７件

１件 ５件 ０件 １４件 ３件 ４件

前年度から継

続している案

件の件数 

２２件

５件 １件 ４件 ４件 ０件 ８件

合計 ４９件 ６件 ６件 ４件 １８件 ３件 １２件

 （注）１．苦情とは、受託等業務に関し、顧客等から当社に対して異議、不平、不満等 

が表明され、又は紛争処理機関に相互の話合いによる解決の申出があったもの 

をいう。 

      ２．紛争とは、受託等業務に関し、顧客等の異議、不平、不満等に起因する当社 

       と顧客との主張の相違や対立が具体化し、顧客等から紛争処理機関にあっせん 

       等の申出があったものをいう。 

      ３．紛争処理機関とは、日商協、商品取引所、主務大臣が指定する団体、消費者 

基本法又は弁護士法の規定によるあっせん機関等をいう。 

      ４．訴訟とは、裁判所に顧客等から提訴があったものをいう。 

      ５．一つの案件が苦情、紛争又は訴訟に重複して該当する場合には、最終時点の 

       状態を記載している。例えば、苦情申出後に紛争に移行した場合には、苦情で 

は記載せず紛争に記載し、苦情、紛争を経て訴訟に移行した場合には、苦情、 

紛争では記載せず訴訟で記載している。 

 

期首登録外務員数 新 規 登 録 数 登 録 抹 消 数 期末登録外務員数 

２９４名 ９０名 ６７名 ３１７名 
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（ｂ）当社が提起したもの 

 当該年度中の解決案件 当該年度中の未解決案件 

 紛 争 訴 訟 紛 争 訴 訟 

当該年度に新

規に発生した

案件の件数 

３件

０件 ３件 ０件 ０件

前年度から継

続している案

件の件数 

７件

０件 ７件 ０件 ０件

合計 １０件 ０件 １０件 ０件 ０件

 

（ｃ）双方が提起したもの 

当該年度中の解決案件 当該年度中の未解決案件  

訴 訟 訴 訟 

当該年度に新

規に発生した

案件の件数 

２件

１件 

（１件）

１件 

（１件）

前年度から継

続している案

件の件数 

６件

５件 

（３件）

１件 

（１件）

合計  ８件
６件 

（４件）

２件 

（２件）

 （注）  双方が提起したものとは、同一の事案について顧客及び当社がそれぞれ相手 

     方に対して訴訟（反訴を含む）を提起したものをいう。 

※ なお、（ ）内は自社が先に訴訟を提起した件数を記載している。 

 

 

 

（ｄ）値合金処理に関するもの 

当該年度中の解決案件 当該年度中の未解決案件  

事務処理ミス システム障害 事務処理ミス システム障害 

当該年度に新

規に発生した

案件の件数 

７５件

４６件 ２８件 １件 ０件

前年度から継

続している案

件の件数 

０件

０件 ０件 ０件 ０件

合計 ７５件 ４６件 ２８件 １件 ０件
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 （注）１．事務処理ミスとは、委託者の注文の執行において、過失により事務処理を誤 

ることをいう。 

 ２．システム障害とは、電子情報処理組織の異常により、委託者の注文の執行を 

誤ることをいう。 
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３．経理の状況 

 ① 貸借対照表 

 
岡藤商事株式会社（平成22年３月31日現在） （単位：千円）

科  目 金  額 科  目 金  額 

（ 資 産 の 部 ）  （ 負 債 の 部 ）  

流 動 資 産 23,552,997 流 動 負 債 22,760,775 

現 金 及 び 預 金 2,570,256 短 期 借 入 金 1,210,800 

預 託 金 1,079,401 一年以内償還予定の社債 100,000 

委 託 者 未 収 金 65,296 未 払 法 人 税 等 25,062 

有 価 証 券 5,000 預 り 証 拠 金 19,258,415 

商 品 96,318 未 払 金 163,650 

前 払 費 用 21,389 賞 与 引 当 金 189,670 

保 管 有 価 証 券 4,083,789 預 り 金 1,235,362 

差 入 保 証 金 11,847,447 借 入 商 品 369,610 

委 託 者 先 物 取 引 差 金 1,121,279 そ の 他 の 流 動 負 債 208,203 

未 収 入 金 2,440,304 固 定 負 債 1,034,560 

そ の 他 の 流 動 資 産 222,515 社 債 100,000 

固 定 資 産 7,920,859 退 職 給 付 引 当 金 530,746 

有 形 固 定 資 産 2,896,583 役 員 退 職 慰 労 引 当 金 309,956 

建 物 476,901 繰 延 税 金 負 債 55,772 

車 両 1,301 そ の 他 の 固 定 負 債 38,085 

器 具 及 び 備 品 169,673 特 別 法 上 の 準 備 金 152,966 

土 地 2,218,968 商 品 取 引 責 任 準 備 金 152,966 

リ ー ス 資 産 29,738 （商品取引所法第 221 条）  

無 形 固 定 資 産 165,292 負 債 合 計 23,948,302

電 話 加 入 権 1,721 （純資産の部）  

ソ フ ト ウ エ ア 163,570 株 主 資 本 8,655,487 

投 資 そ の 他 の 資 産 4,858,983 資 本 金 3,084,864 

投 資 有 価 証 券 1,099,877 資 本 剰 余 金 1,176,669 

出 資 金 75,925 資 本 準 備 金 1,176,669 

長 期 未 収 金 2,484,756 利 益 剰 余 金 4,393,953 

破 産 更 生 債 権 等 439,880 利 益 準 備 金 871,216 

長 期 差 入 保 証 金 770,692 そ の 他 利 益 剰 余 金 3,522,737 

その他の投資その他の資産 318,452 別 途 積 立 金 3,410,557 

貸 倒 引 当 金 △330,600 繰 越 利 益 剰 余 金 112,179 

  評 価 ・ 換 算 差 額 等 △1,129,933 

  その他有価証券評価差額金 80,258 

  土 地 再 評 価 差 額 金 △1,210,191 

  純 資 産 合 計 7,525,554 

資 産 合 計 31,473,856 負債・純資産合計 31,473,856 
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 ② 損益計算書 

 
岡藤商事株式会社（自平成21年４月１日 至平成22年３月31日） （単位：千円） 

科      目 金      額 

営 業 収 益  5,696,235 

受 取 手 数 料 5,418,397  

売 買 損 益 146,498  

そ の 他 131,339  

営 業 費 用  5,713,997 

販 売 費 及 び 一 般 管 理 費 5,713,997  

営 業 損 失  17,761 

営 業 外 収 益  56,507 

受 取 利 息 3,875  

受 取 配 当 金 13,349  

そ の 他 の 営 業 外 収 益 39,282  

営 業 外 費 用  51,849 

支 払 利 息 22,772  

為 替 差 損 23,420  

そ の 他 の 営 業 外 費 用 12,178  

経 常 損 失  13,103 

特 別 利 益  164,851 

貸 倒 引 当 金 戻 入 額 7,700  

商品取引責任準備金戻入額 87,060  

投 資 有 価 証 券 売 却 益 19,365  

訴 訟 損 失 引 当 金 戻 入 額 49,500  

そ の 他 特 別 利 益 1,225  

特 別 損 失  30,020 

投 資 有 価 証 券 売 却 3,941  

投 資 有 価 証 券 評 価 損 437  

投 資 有 価 証 券 償 還 損 19,690  

店 舗 廃 止 関 連 費 用 2,817  

そ の 他 の 特 別 損 失 3,133  

税 引 前 当 期 純 利 益  121,726 

法 人 税 、 住 民 税 及 び 事 業 税 9,547 9,547 

当 期 純 利 益  112,179 
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 ③ 株主資本等変動計算書 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

岡藤商事株式会社（自平成21年４月１日 至平成22年３月31日） （単位：千円） 

株主資本 

資本剰余金 利益剰余金 

その他利益剰余金 
 

資本金 
資本準備金 利益準備金

別途積立金
繰越利益 

剰余金 

利益剰余金

合計 

株主資本 

合計 

平成21年３月31日残高 3,084,864 1,176,669 871,216 6,705,693 △3,145,660 4,431,249 8,692,783

当期の変動額    

剰余金の配当  △149,475 △149,475 △149,475

当期純利益  112,179 112,179 112,179

別途積立金の取崩  △3,295,135 3,295,135 － －

株主資本以外の項目の

当期変動額（純額） 
  － －

当期の変動額合計 － － － △3,295,135 3,257,840 △37,295 △37,295

平成22年３月31日残高 3,084,864 1,176,669 871,216 3,410,557 112,179 4,393,953 8,655,487

        

評価・換算差額等 
   

 
その他有価

証券評価差

額金 

土地再評価

差額金 

評価・換算

差額等合計

純資産合計

   

平成21年３月31日残高 △77,781 △1,210,191 △1,287,972 7,404,810
   

当期の変動額  
   

剰余金の配当  － △149,475
   

当期純利益  － 112,179
   

別途積立金の取崩  － －
   

株主資本以外の項目の

当期変動額（純額） 
158,039 － 158,039 158,039

   

当期の変動額合計 158,039 － 158,039 120,743
   

平成22年３月31日残高 80,258 △1,210,191 △1,129,933 7,525,554
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 ④ 個別注記表 

当社の計算書類は、「会社法計算規則」（平成 18 年法務省令第 13 号）に基づくとともに、「商

品先物取引業統一経理基準」（平成５年３月３日付、旧（社）日本商品取引員協会理事会決議）に

準拠して作成しております。 

   なお、計算書類の記載金額については、千円未満の端数を切り捨てて表示しております。 

 

（重要な会計方針に係る事項に関する注記） 

１．有価証券の評価基準および評価方法 

その他有価証券 

        時価のあるもの･･･決算期末日の市場価格等に基づく時価法により評価しております。（評

価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法に  よ

り評価しております。） 

       時価のないもの･･･移動平均法による原価法により評価しております。 

  保管有価証券 

   商品取引所法施行規則第 39 条に基づく充用価格によっております。 

２．たな卸資産の評価基準および評価方法 

   通常の販売目的で保有するたな卸資産 

商品･･･先入先出法による原価法（貸借対照表価額については収益性の低下に基づく簿価切

り下げの方法）により算定しております。 

３．デリバティブの評価基準および評価方法 

       時価法により評価しております。 

４．固定資産の減価償却の方法 

有形固定資産（リース資産を除く）･･･建物（建物附属設備を除く）は定額法、建物以外は

定率法を採用しております。 

無形固定資産･･･定額法を採用しております。なお、ソフトウエア（自社利用）については

社内における見込利用期間（５年）に基づく定額法を採用しております。 

リース資産･･･リース期間を耐用年数とし、残存価格を零とする定額法を採用しております。 

なお、所有権移転外ファイナンス・リース取引のうち、リース取引開始日が

平成 20 年３月 31 日以前のリース取引については、通常の賃貸借取引に係る

方法に準じた会計処理によっております。 

      長期前払費用･･･定額法を採用しております。 

５．引当金および特別法上の準備金の計上基準 

       貸倒引当金･･･委託者の債権や貸付金等の貸倒損失に備えるため、一般債権については貸倒

実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を検

討し、回収不能見込額を計上しております。 

賞与引当金･･･従業員に支給する賞与の支出に充てるため、支給見込額に基づき計上してお

ります。 

退職給付引当金･･･従業員の退職給付に備えるため、当期末における退職給付債務および年

金資産の見込額に基づき計上しております。なお、会計基準変更時差異

（680,280 千円）については、15 年による均等額を費用処理しておりま

す。数理計算上の差異は、その発生時の従業員の平均残存勤務期間以内
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の一定の年数（５年）による定額法によりそれぞれ発生の会計年度から

費用処理しております。 

役員退職慰労引当金･･･役員の退職慰労金の支払に備えるため、内規に基づく期末要支給額

を計上しております。 

訴訟損失引当金･･･現在係争中の商品取引受託業務における損害賠償訴訟について、将来発

生する可能性のある損失に備えるため、その経過等の状況に基づく損失

見込額を計上しております。 

商品取引責任準備金･･･商品先物取引事故による損失に備えるため、商品取引所法第 221 条

の規定に基づき同法施行規則に定める額を計上しております。 

６．その他 

      消費税等の会計処理 

        消費税等の会計処理は、税抜方式によっております。 

 

（重要な会計方針の変更） 

退職給付に係る会計基準の変更 

   「「退職給付に係る会計基準」の一部改正（その３）」（企業会計基準第 19 号 平成 20 年

７月 31 日）が平成 21 年４月１日以後開始する事業年度から適用されることとなったため、当

事業年度から同会計基準を適用しております。 

これによる退職給付債務の差額に係る費用処理額は 20,433 千円であり、当事業年度における

営業損失、経常損失については、いずれも同額増加しており、税引前当期純利益については、

同額減少しております。 

なお、本会計基準の適用に伴い発生する退職給付債務の差額の未処理残高は 81,736 千円であ

ります。 

 

（貸借対照表に関する注記） 

１．担保に供している資産は、 

定期預金 1,000,000 千円  

建物 434,232 千円  

土地  2,004,968 千円であります。 

  

担保に対応する債務は、 

 借入金 700,000 千円  

 社債 200,000 千円であります。 

２．関係会社に対する金銭債権・債務は、 

    短期金銭債権      383,894 千円 

    長期金銭債権    2,119,196 千円であります。   

３．保証債務は、470,000 千円であります。 

４．有形固定資産の減価償却累計額は、1,327,842 千円であります。 
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（損益計算書に関する注記） 

  関係会社への営業費用は、365,769 千円であります。 

 

（株主資本等変動計算書に関する注記） 

１．発行済株式数の種類及び総数に関する事項 

株式の種類 前事業年度末 増加 減少 当事業年度末 

普通株式 9,965,047 株 － － 9,965,047 株

 ２．剰余金の配当に関する事項 

   配当金支払額 

決議 
株式の 
種類 

配当金の
総額 

（千円）

1株当たり
配当額 
（円） 

基準日 効力発生日 

平成 21 年６月 26 日
定時株主総会 普通株式 149,475 15.0 平成21年３月31日 平成 21 年６月 29 日

 

（リースにより使用する固定資産に関する注記） 

リース物件の所有権が借主に移転すると認められるもの以外のファイナンス・リース取引は、つ

ぎのとおりであります。 

１．リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相当額および期末残高相当額 

 取 得 価 額 相 当 額          減価償却累計額相当額 期 末 残 高 相 当 額          

車 両         8,430 千円 5,016 千円 3,413 千円

器 具 及 び 備 品         486 千円 178 千円 307 千円

合         計 8,916 千円 5,195 千円 3,721 千円

２．未経過リース料期末残高相当額 

１ 年 内       1,140 千円 

１ 年 超       2,843 千円 

  合     計 3,984 千円 

３．支払リース料、減価償却費相当額および支払利息相当額 

支払リース料 1,745 千円 

減価償却費相当額 1,642 千円 

支払利息相当額 7,747 千円 

４．減価償却費相当額の算定方法 

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっております。 

５．利息相当額の算定方法 

リース料総額とリース物件の取得価額相当額の差額を利息相当額とし、各期への配分方法につ

いては利息法によっております。 
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（金融商品に関する注記） 

  金融商品の時価等に関する事項 

   平成 22 年３月 31 日（当期の決算日）における貸借対照表計上額、時価およびこれらの差額に

ついては、次のとおりであります。なお時価を把握することが極めて困難と認められるものは次

表に含めておりません。 

 
貸借対照表 

計上額 
時価 差額 

（１）現金及び預金 2,570,256 千円 2,570,256 千円 －

（２）預託金 1,079,401 千円 1,079,401 千円 －

（３）委託者未収金 65,296 千円 65,296 千円 －

（４）有価証券 5,000 千円 5,000 千円 －

（５）保管有価証券 4,083,789 千円 5,848,647 千円 1,764,857 千円

（６）差入保証金 11,847,447 千円 11,847,447 千円 －

（７）委託者先物取引差金 1,121,279 千円 1,121,279 千円 －

（８）未収入金 2,440,304 千円 2,440,304 千円 －

（９）投資有価証券 1,051,237 千円 1,051,237 千円 －

（10）長期未収金 2,484,756 千円 2,484,756 千円 －

（11）破産更生債権等 439,880 千円  

    貸倒引当金（*） △330,600 千円  

109,280 千円 102,319 千円 △6,961 千円

資産計 26,858,048 千円 28,615,944 千円 1,757,896 千円

（12）短期借入金  1,210,800 千円 1,210,800 千円 －

（13）一年以内償還予定の社債 100,000 千円 100,000 千円 －

（14）預り証拠金 19,258,415 千円 21,023,272 千円 1,764,857 千円

（15）預り金 1,235,362 千円 1,235,362 千円 －

（16）借入商品 396,610 千円 396,610 千円 －

（17）社債 100,000 千円 97,299 千円 △2,700 千円

負債計 22,301,187 千円 24,063,344 千円 1,762,156 千円

（18）デリバティブ － － －

   （*）破産更生債権に個別に計上している貸倒引当金を控除しております。 

 

 （注１）金融商品の時価の算定方法並びに有価証券およびデリバティブに関する事項 

   （１）現金及び預金、（２）預託金、（３）委託者未収金、（６）差入保証金、（７）委託者

先物取引差金および（８）未収入金 

これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額

によっております。 

（４）有価証券、（５）保管有価証券および（９）投資有価証券 

     これらの時価について、株式等は取引所の価格によっております。 

（10）長期未収金 

これらの時価について、回収見込額等により、時価を算定しております。 
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   （11）破産更生債権等 

     これらの時価について、担保または保証による回収見込額等により、時価を算定しており

ます。 

   （12）短期借入金、（13）一年以内償還予定の社債、（15）預り金および（16）借入商品 

これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価

額によっております。 

   （14）預り証拠金 

     これらの時価について、現金部分については短期間で決済されるため、時価は帳簿価額に

ほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。また、代用有価証券部分について

は、これらの時価について、株式等は取引所の価格によっております。 

   （17）社債 

これらの時価について、元利金を同様の新規借入を行った場合に想定される利率で割り引

いた現在価値により算定しております。 

   （18）デリバティブ取引 

     これらの時価は、取引所の最終価格によっております。 

      （商品先物取引） 

 契約額等 時価 評価損益 

売建 2,162,132 千円 2,154,720 千円 7,412 千円

買建 2,142,771 千円 2,124,745 千円 △18,025 千円

差引 － － △10,613 千円

 

 （注２）時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品 

区分 連結貸借対照表計上額 

非上場株式 48,640 千円

長期差入保証金 770,692 千円

      これらについては、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められるも

のであるため、非上場株式については「（９）投資有価証券」には含めておらず、長期

差入保証金につきましては、上記の表から除外しております。 

 

（追加情報） 

当事業年度より、「金融商品に関する会計基準」（企業会計基準第 10 号 平成 20 年３月 10 日）

及び「金融商品の時価等の開示に関する適用指針」（企業会計基準適用指針第 19 号 平成 20 年３

月 10 日）を適用しております。 

 

- 38 -



 

（税効果会計に関する注記） 

１．繰延税金資産の発生の主な原因別内訳 

繰延税金資産  

賞与引当金 77,765 千円

貸倒引当金 34,488 千円

退職給付引当金 217,606 千円

役員退職慰労引当金 127,081 千円

商品取引責任準備金 62,716 千円

未払事業所税 2,390 千円

未払事業税 6,361 千円

未払金 11,417 千円

繰越欠損金 1,931,128 千円

減損損失 117,872 千円

その他           5,706 千円

繰延税金資産小計 2,594,534 千円

 評価性引当額 △2,594,534 千円

繰延税金資産合計 －千円

 

繰延税金負債 

 その他有価証券評価差額 55,772 千円

繰延税金負債合計 55,772 千円

 

繰延税金負債の純額 55,772 千円

 

２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異の主な原因別の内訳 

       

法定実効税率 41.00％

（調整） 

交際費等永久に損金に参入されない項目 18.22％

受取配当金等永久に益金に参入されない項目 △2.13％

住民税均等割等 7.84％

控除所得税額 0.44％

 評価性引当額 △56.46％

 その他 △1.07％

 税効果会計適用後の法人税等の負担率 7.84％
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（関連当事者との取引に関する注記） 

１．親会社および法人主要株主等 

関係内容 

属性 
会社等

の名称 
住所 

資本金また

は出資金 

 （千円） 

事業

の内

容ま

たは

職業 

議決

権等

の所

有(被

所有)

割合 

役員

の兼

任等

事業上

の関係

取引の

内容 

取引金額 

(千円) 
科目 

期末 

残高 

(千円) 

－ 
未収入

金 
383,894

親会社 

岡藤ホ

ールデ

ィング

ス㈱ 

大阪

市中

央区 

5,000,000 
持株

会社 

直接

100％

兼任

９名

経営指

導に関

する契

約等を

締結 

親会社

に対す

る債権

－ 
長期 

未収金 
2,119,196

 

２．兄弟会社等 

関係内容 

属性 
会社等

の名称 
住所 

資本金また

は出資金 

 （千円） 

事業

の内

容ま

たは

職業 

議決

権等

の所

有(被

所有)

割合 

役員

の兼

任等

事業上

の関係

取引の

内容 

取引金額 

(千円) 
科目 

期末 

残高 

(千円) 

－ 
未収入

金 
1,862,382

親会社

の子会

社 

岡藤ビ

ジネス

サービ

ス㈱ 

大阪

市中

央区 

400,000 

事務

請負

その

他事

業 

－ 
兼任

７名

業務委

託に関

する契

約等を

締結 

兄弟会

社に対

する債

権 － 
長期 

未収金 
365,560

（注）１．上記金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含ま

れております。 

   ２．取引条件および取引条件の決定方針 

     上記各社との取引金額については、業務内容を勘案し、協議の上決定しております。 

 

（１株当たり情報に関する注記） 

１．１株当たり純資産額は、      755 円 19 銭 

２．１株当たり当期純利益金額は、  11 円 25 銭であります。 

 

（重要な後発事象に関する注記） 

連結子会社間における会社分割について 

当社の完全親会社である岡藤ホールディングス株式会社は、同社の平成 22 年５月 14 日開催の

取締役会において、同社の完全子会社であります岡藤ビジネスサービス株式会社のバックオフィ

ス業務を当社に承継させる会社分割を進める方針を決議し、今後両社においてその協議および必

要な手続きを開始することといたしました。 

１．会社分割を行う理由 

近年、当社グループ内において子会社再編を実施したことにより、グループ内における管理

業務の効率化および管理コストの削減が進んでおります。 

また、岡藤ビジネスサービス株式会社の中心業務である業務代行サービス業については、当

初グループ外からの受託も想定しておりましたが、業界内の企業数減少等に伴い、実現には至

らない状況であります。 
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さらに、今般、当社グループの中核企業である当社の商品先物取引業につきましては、事業

環境の激しい変化や法制度の改正等から、今までの業界の垣根を越えた取り組みや営業力強化

のため、様々な事務部門の強化が急務となっております。 

以上の理由により、当社グループ内のバックオフィス業務を担う会社を単独で存続させる意

義が薄れつつある中、さらなるグループ経営の効率化を進め、収益力の向上および企業基盤・

競争力の強化を目的として、岡藤ビジネスサービス株式会社のバックオフィス業務を当社に集

約させるものであります。 

２．会社分割の要旨 

  (1) 分割の予定日 

    平成 23 年３月末までに実施の予定です。 

   (2) 分割方式  

     岡藤ビジネスサービス株式会社を分割会社、当社を承継会社とする吸収分割であります。 

３．当事会社の概要（平成 22 年３月 31 日現在） 

４．分割する事業部門の概要 

当社グループ内におけるバックオフィス部門の業務代行サービス業。 

 

 分割会社 分割承継会社 

商   号 岡藤ビジネスサービス株式会社 岡藤商事株式会社 

事業内容 
業務代行サービス業 

海外事業 

商品先物取引業 

金融商品取引業 

貴金属地金販売業 

設立年月日 平成 17 年４月４日 昭和 26 年８月４日 

本店所在地 大阪市中央区本町三丁目２番 11 号 大阪市中央区本町三丁目２番 11 号 

代表者 代表取締役社長 松井 政彦 代表取締役社長 立川 真司 

資本金 400 百万円 3,084 百万円 

総資産 3,144 百万円 31,473 百万円 

純資産 49 百万円 7,525 百万円 

決算期 ３月 31 日 ３月 31 日 

従業員数 51 名 379 名 

株主･持株比

率 
岡藤ホールディングス㈱ 100％ 岡藤ホールディングス㈱ 100％ 
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○追加開示情報 

 

（重要な会計方針に係る事項に関する注記の追加） 

   営業収益の計上基準 

     ① 受取手数料 

       イ．商品先物取引 

         委託者の売付け又は買付けに係る取引が成立したときに計上しております。 

      ロ．商品ファンド 

         取引成立日に計上しております。 

     ② 売買損益（商品先物取引損益） 

        反対売買により取引を決済したときに計上しております。 

      また、未決済建玉については時価による評価損益を計上しております。 

 

（貸借対照表に関する注記の追加） 

１．預託資産 

 取引証拠金等の代用として次の資産を株式会社日本商品清算機構へ預託しております。 

保 管 有 価証 券 4,041,464 千円 

投 資 有 価証 券 920,309  

合 計 4,961,774  

    （注）上記には、自己の未決済玉に係る取引証拠金の代用有価証券233,253千円を 

含んでおります。 

なお、商品取引所法第179条第７項の規程に基づき、取引証拠金の株式会社日本商品清算機

構への預託にかえて銀行等と契約している「契約預託金額」は1,000,000千円であります。 

 

２．分離保管資産 

    商品取引所法第210条の規定に基づいて分離保管されている資産は次のとおりであります。 

保護基金預託金 700,000 千円 

保護基金担保金 375,000  

合 計 1,075,000  

    

また、同法施行規則第98条第１項第４号に基づく、委託者保護会員制法人日本委託者保護基

金と締結している代位弁済委託契約における代位弁済限度額は1,500,000千円であります。 

なお、同法施行規則第98条第１項第２号に基づく保全対象財産は、2,168,661千円でありま

す。 

 

３．商品取引責任準備金の積立は、商品取引所法第221条の規程に基づくものであります。 

なお、日本商品先物取引協会の定款に基づき、この積立額に相当する額の現金を商品取引責

任準備預金として専用口座にて管理しております。 

 

  ４．委託者未収金のうち、無担保未収金は1,202千円であります。なお、発生から１年以上を経

過しているものは、投資その他の資産の部に計上しており、その額は185,515千円であります。 
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  ５．委託者先物取引差金は、委託者の未決済玉に関する約定代金と決算期末の時価との差損益金

の純額であって、株式会社日本商品清算機構との間で受払精算された金額であります。この金

額は、すべての委託者の各商品取引所の商品ごとに差損益金を算定したうえで、各商品取引所

ごとに合計して算出したものであります。 

 

（損益計算書に関する注記の追加） 

１．受取手数料の内訳 

商 品 先 物 取 引 5,398,104 千円 

商 品 フ ァ ン ド 20,293  

合 計 5,418,397  

  

２．売買損益の内訳 

商 品 先 物 決 済 損 益 125,810 千円 

商 品 先 物 評 価 損 益 △36,026  

商 品 売 買 損 益 50,741  

そ の 他 の 売 買 ・ 評 価 損 益 5,973  

合 計 146,498  

 

 ⑤ 監査に関する事項 

    この開示資料のうち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、個別注記表につい

ては、会社法に基づき会計監査人の監査を受けております。 

 

⑥ 財務比率 

 

      諸 項 目                         比 率     

 (a) 純資産額規制比率 [純資産額/リスク額×100] 771.0％ 

 (b) 純資産額資本金比率 [純資産額/資本金額×100]      247.9％ 

(c) 自己資本資本金比率 [自己資本/資本金額×100] 244.0％ 

 (d) 自己資本比率 [自己資本/総資産額×100]       23.9％ 

 (e) 修正自己資本比率 [自己資本/総資産額×100]       50.8％ 

 (f) 負債比率 [負債合計額/純資産額×100]      311.2％ 

 

 (g) 流動比率 [流動資産額/流動負債額×100]        103.5％ 
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